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気になる記事気になる記事気になる記事気になる記事：トヨタ、ベア 3,700 円軸に-過去最高、一時金は満額回答- 

損保・地銀 20 年ぶりﾍﾞｱ、損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・横浜銀１～２％で調整 

トヨタ自動車は 2015 年の春季労使交渉で、賃金を底上げするﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ（ﾍﾞｱ）について

過去最高水準で回答する方針を固めた。日本企業の最大のトヨタが賃上げに動くことで、

大企業の賃上げの流れが加速しそうだ。 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

中古で購入した資産の耐用年数中古で購入した資産の耐用年数中古で購入した資産の耐用年数中古で購入した資産の耐用年数        《税務》《税務》《税務》《税務》    

 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の

耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時

以後の「使用可能期間」として見積もられる年数で算定すること

ができます。ただし、その中古資産を事業の用に供するために支

出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額の

50％に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積もりを

することはできず、法定耐用年数を適用することになります。 

 また、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、「簡便法」

で算定した年数によることができます。ただし、その中古資産を事

業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古

資産の再取得価額の 50％に相当する金額を超える場合には、簡

便法で使用可能期間を算出することはできません。簡便法の計

算方法は、法定耐用年数の全部を経過した資産については「法

定耐用年数×20％」、法定耐用年数の一部を経過した資産につ

いては「法定耐用年数－経過年数＋経過年数×20％」です。な

お、これらの計算で算出した年数に１年未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨て、その年数が 2 年に満たない場合には２

年とします。 

経営一言経営一言経営一言経営一言：お金の使い方は投資、消費、浪費の３つがあります。投資をしているとニュースに敏感になりますし、収集する情報の質も向上しま

す。                             （俳優 石田 純一さん） 

―所長コメント：投資の研究をして、「情報力」を高めよう。新聞は情報の宝庫です。次の相場格言は私の好きなものの一つです。「株式を買って

分かった世の動き」「株価は企業の将来を映す鏡」「人の行く裏に道あり花の山、もうはまだなりまだはもうなり」「漁師は潮を見る」「最良の預言

者は過去なり」― 

社員旅行費の取り扱い社員旅行費の取り扱い社員旅行費の取り扱い社員旅行費の取り扱い        《税務）《税務）《税務）《税務）    

 社会通念上一般的に行われていると認められる旅行であり、そ

の旅行による従業員の経済的利益の額が少額で、これから挙げ

る要件の両方を満たすものであるときは、原則として、その旅行

の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになって

います。 

① まず、旅行の期間が４泊５日以内であること。海外旅行の場

合には、外国での滞在日数が４泊５日以内であるかどうか

をみます。 

② もうひとつは、旅行に参加した人数が全体の人数の 50％以

上であることです。工場や支店ごとの旅行は、それぞれの

職場ごとの人数の 50％以上が参加することが必要です。 

 ただし、このふたつの要件をいずれも満たしている旅行であって

も、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場

合には、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額

の給与の支給が、参加者と不参加者の全員にあったものとされる

ので注意してください。なお、「役員だけで行う旅行」「取引先に対

する接待、供応、慰安などのための旅行」「実質的に私的旅行と

認められる旅行」「金銭との選択が可能な旅行」については、その

旅行にかかる費用は給与、交際費などとして適切に処理する必

要があります。 

解雇を安易に考えると大きなトラブルに解雇を安易に考えると大きなトラブルに解雇を安易に考えると大きなトラブルに解雇を安易に考えると大きなトラブルに        《経営》《経営》《経営》《経営》    

 業務外の時間に起こした事件を含む不祥事を理由に。社員を

解雇するケースがあります。不祥事＝解雇と考える経営者も少

なくありませんが、不祥事の内容や退職についての当事者の同

意など、事例によって慎重な判断があ必要になります。社員が逮

捕される案件も頻発していますが、問題となるのは本人が否認し

ている場合や程度が軽微な場合です。このようなケースで、逮捕

された又は書類送検されたようなタイミングで解雇すると後々大

きなトラブルになりかねません。 

 18 歳未満の女性にみだらな行為をして逮捕された高校教員を

諭旨解雇したが学校が解雇無効の訴えを起こされていた裁判

で、解雇無効の判決が言い渡されました。教員は逮捕されたもの

の、嫌疑不十分で不起訴となりました。痴漢の免罪事件でもそう

ですが、逮捕された事実だけを理由に一気に解雇という判断を下

すと思わぬトラブルになりかねません。仮にその後の裁判で免罪

であるとされれば、そもそも解雇される理由もなかったということ

になります。「逮捕されるような社員は在籍してほしくない」という

感情的な理由は当然通りません。解雇の有効性を争うとなれば、

事案の進展具合の確認、本人との折衝等、慎重な対応が求めら

れます。 

 

マイナンバーが、平成マイナンバーが、平成マイナンバーが、平成マイナンバーが、平成 27272727 年年年年 10101010 月から個人へ通知されます月から個人へ通知されます月から個人へ通知されます月から個人へ通知されます

が、すぐにその個人が関連する税務上すべての書類に個が、すぐにその個人が関連する税務上すべての書類に個が、すぐにその個人が関連する税務上すべての書類に個が、すぐにその個人が関連する税務上すべての書類に個

人番号を記載しなければならないのでしょうか？人番号を記載しなければならないのでしょうか？人番号を記載しなければならないのでしょうか？人番号を記載しなければならないのでしょうか？    《税務》《税務》《税務》《税務》    

 平成 27 年２月 17 日、内閣官房庁よりマイナンバー制度の開始

前でも、企業が社員の個人番号を収集してよいとの見解を出して

おります。 

事業者は、平成 28 年１月以降のすべての源泉徴収票や報酬の

支払調書に個人番号を記載することが義務となります。 

また、マイナンバーの記載が３年間猶予される法定調書の 20 種

類が、国税庁より公表されております。 

1.利子等の支払調書 2.配当、剰余金の分配及び基金利息の

支払調書 3.株式等の譲渡の対価等の支払調書 4.金地金等の

譲渡の対価の支払調書 5.名義人受領の利子所得の調書 6.特

定口座年間取引報告書 7.国外送金等調書 etc。。。 

 


